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浜松市公告第１３１５号 

浜松市の物品購入等について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年

政令第１６号）第１６７条の６及び浜松市契約規則（昭和３９年浜松市規則第３１号）第４条の規定に基

づき公告する。

令和５年１２月４日 

浜松市長  中野 祐介

記 

１ 一般競争入札に付する事項 

（１）件  名    令和５年度 災害対応用備蓄品（非常食・飲料水・携帯トイレ）の購入について 

（課名 危機管理課 契約番号 2023022125） 

（２）数  量     ５，２２０箱 

（３）納入期限     令和６年３月１５日 

（４）納入場所     危機管理課の指定する場所 23ヶ所（仕様書別紙２参照） 

（５）調達物品の特性  仕様書のとおり 

２ 新型コロナウイルスの感染拡大の影響を考慮しての本件入札に係る特記事項 

（１）納入遅延等に対する入札参加停止措置等の不適用

本件入札の落札者は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響（入札対象物品等を製造する工場等の

休止又は製造規模縮小による遅延、流通停滞、落札者の事業所等の一時閉鎖、落札者従業員等の感染、

落札者の判断による感染拡大防止のための営業中止又は勤務形態の変更等）により、入札対象物品の

納入遅延その他契約の履行に支障が生じるとき又はそのおそれがあるときは、速やかに本市（調達課）

へ申し出ること。 

申出を受け、本市が納入遅延等を新型コロナウイルスの感染拡大の影響によるものと認めるときは、

落札者に対し、納入遅延等についての入札参加停止措置又は遅延損害金、違約金若しくは損害賠償の

請求は行わないものとする。ただし、納入遅延等により本市業務に支障が生じるときは、契約書の定

めに基づき催告の上、契約を解除することがある。契約を解除したときは、本市は当該契約解除によ

り落札者に生じた損失を負担しない。 

納入遅延等により契約期間その他契約内容等を変更する必要が生じたときは、落札者と本市が協議

して必要事項を定めるものとする。 

（２）一部の入札書類についての押印省略 

   本件入札では、入札参加資格確認申請書、入札参加資格が無いと認められた者の理由説明要求書に

ついて、契約印（※）の押印省略を認める。ただし、入札書、委任状及び契約書の契約印の押印省略

は認めない。 

 ※ 本市の入札参加資格審査申請において使用印鑑として届け出した印をいう。 

（３）入札書の提出方法の追加等 

   本件入札では、入札書の提出方法を、従来の「①入札執行日時に入札場所へ持参」しての提出に加

え、「②調達課での事前提出」及び「③郵送等による提出」の 2つの方法を認める。各提出方法の詳細

は、別記の７で確認すること。また、その他の提出書類も持参以外の提出方法を認めるので、各項で

確認すること。 

３ 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

次に掲げる要件を満たす者 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 
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（２）入札参加資格並びに資格審査の時期及び方法に関する告示（平成２０年１０月１日浜松市告示第３

９０号）の規定により、令和５・６年度の競争入札参加資格（物品 業種分類 ２０２９ 消防・防

災機器類）の認定を受けているものであること。 

（３）浜松市内に本店または契約の委任を受けた支店等を有するものであること。

（４）浜松市物品の購入等に係る入札参加停止等措置要綱に基づく入札参加停止期間中でないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始に申立てがなされている者（更生

手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再

生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

（６）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号

に規定する暴力団をいう。）、暴力団員等（同条第６号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団

員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）及び暴力団員等と密接な関係を有す

る者並びにこれらの者のいずれかが役員等（無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれ

らに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。）となっている法人その他の団体に該当しない者であ

ること。 

（７）前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める資格を有していること。 

４ 一般競争入札参加資格の確認 

（１）この入札の参加希望者は、物品購入等入札参加資格確認申請書（一般競争）（以下「確認申請書」

という。）を別記の１により提出し、参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、

参加資格の確認基準日は確認申請書の提出期限日とし、確認の結果は別記の２により文書で通知する。 

（２）参加資格がないと認められた者は、市に対し別記の３によりその理由について説明を求めることが

できる。この場合において、その回答は、説明を求められた日から２日以内に文書で行う。 

（３）参加資格がないと認められた者及び別記の１の提出期限までに確認申請書を提出しない者は、この

入札に参加することができない。 

５ 契約書案、入札心得及び仕様書等について 

（１）契約書案、入札心得、仕様書及び業務説明書等（以下「仕様書等」という。）は、別記の４により

閲覧及び提供をする。 

（２）仕様書等に対する質問書は、別記の５により提出すること。 

（３）（２）の質問に対する回答は、別記の５により入札執行日の前３日間浜松市役所調達課において閲

覧に供するとともに入札に参加するすべての者に質問に対する回答書を提供する。 

６ 説明会の日時及び場所等  

説明会は、行わない。 

７ 一般競争入札執行の日時及び場所等 

一般競争入札は、別記の６により執行する。 

８ 入札方法等 

（１）契約担当課が求めた場合には、第１回の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した物品

購入等内訳書を提出すること。 

なお、本書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務生じるもので

はない。 

（２）入札執行回数は、原則として２回を限度とする。 

（３）１回目の入札で落札者がいない場合には２回目の入札を実施するが、事前提出及び郵送等による提

出による入札者は、２回目の入札に参加できない。 

（４）落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算
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した金額をもって契約金額とする。参加者は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税

業者であるかを問わず、見積った金額の１１０分の１００に相当する金額を記載した入札書を提出す

ること。 

９ 入札保証金 

この一般競争入札は、入札保証金を免除する。

１０ 入札の無効 

次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 

（１）この入札に参加資格がないと認められた者及び確認申請にあたって虚偽の申請をした者の行った入

札 

（２）仕様書等に示した条件等一般競争入札に関する条件に違反した入札 

（３）一般競争入札参加資格があることを確認され、その後入札執行時点において２に掲げる参加資格を

失った者の行った入札 

（４）入札の適正さが阻害されると認められる次に掲げる場合の人的関係のある複数の者がした入札 

ア 人的関係 

（ｱ）一方の会社の役員（持分会社の業務を執行する社員、株式会社（特例有限会社を含む。）の取

締役、委員会設置会社の執行役、法人格のある各種組合の理事をいい、監査役、監事及び事務局

長は含まない。以下同じ。）又は代表権を有する者が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合

（会社の一方が会社更生法第２条第７項に規定する更生会社又は民事再生法第２条第４号に規

定する再生手続きが存続中の会社である場合を除く。） 

（ｲ）一方の会社の役員又は代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民

事再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

イ その他の関係 

上記アと同視しうる人的関係があると認められる場合 

１１ 期間の計算 

この公告において期間の計算をする場合で、当該期間内に浜松市の休日を定める条例（平成元年浜松市

条例第７６号）第１条第１項に規定する市の休日があるときは、当該休日を除いて計算するものとする。 

１２ 開庁時間 

   午前８時３０分から午後５時１５分まで（土曜日、日曜日及び祝日等を除く。）

１３ 入札及び契約担当課 

  〒４３０－８６５２ 浜松市中区元城町１０３番地の２ 

            浜松市役所財務部 調達課物品購入グループ 

              電話   ０５３－４５７－２１７１ 

              ＦＡＸ  ０５０－３７３０－３７１３ 

E-mail   tyotatubuppin@city.hamamatsu.shizuoka.jp 
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【 別 記 】 

１ 一般競争入札参加資格確認申請書 

（１）提出方法  持参、郵送等（一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。）、

ＦＡＸ又は電子メールで提出すること。 

（２）受付期間  令和５年１２月５日（火）から 令和５年１２月１５日（金）まで 

（土曜日、日曜日及び祝日等を除く。） 

（持参の場合は、１２項に記載する開庁時間内に持参すること。） 

（３）提 出 先  浜松市役所財務部 調達課 053-457-2171 

（４）様 式  市長が定める様式とする。 

（５）そ の 他 

ア 入札参加資格確認申請書に、希望する入札参加資格の確認結果の通知方法（①調達課で受け取り、

②郵送、③電子メールのいずれか一つ。）を記載すること。なお、郵送を希望する場合は、入札参

加資格確認申請書を提出する際に、84円切手を貼った返信用封筒を添付すること。 

イ 入札参加資格確認申請書に、入札書の提出方法の予定（①入札日時に入札場所へ持参、②事前提

出、③郵送等のいずれか一つ。詳細は別記の７に記載のとおり。）を記載すること。なお、入札書

の提出方法の予定を変更する場合又は入札書の提出を取りやめる場合は、調達課へ連絡すること。 

２ 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

入札参加資格の確認結果は、次のとおり通知する。 

（１）通知方法 

次のいずれかの方法のうち、申請者が希望する方法により通知する。なお、原則として電話連絡は

しない。 

  ア 調達課で受け取り 

イ 郵送    （※郵送を希望する場合は、入札参加資格確認申請書を提出する際に、84円切手

を貼った返信用封筒を添付すること。） 

ウ 電子メール （※電子メールを希望する場合は、通知を受信するメールアドレスを入札参加資

格確認申請書に記載すること。） 

（２）確認結果の通知日 

   ア 調達課で受け取りの場合 

令和５年１２月１９日（火）午後１時から令和５年１２月２５日（月）までの間に、調達課で

受け取ること。（１２項に記載する開庁時間内に限る。） 

   イ 郵送又は電子メールの場合 

令和５年１２月１９日（火）に発送又は発信する。 

３ 入札参加資格がないと認められた者の理由説明要求 

入札参加資格を確認した結果、入札参加資格が無いと認められた者は、本市に対しその理由につい

て説明を求めることができる。 

（１） 要求方法 

要求期限までに文書により説明を要求すること。また、当該文書は持参、郵送等（一般書留郵便、

簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。）、ＦＡＸ又は電子メールで提出すること。 

（２） 要求期限 

令和５年１２月２１日（木）午後５時まで（提出先に必着） 
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（持参の場合は、１２項に記載する開庁時間内に持参すること。） 

（３） 提出先 

浜松市役所財務部 調達課 

（４） 様式 

     任意の様式を用いること。 

（５） 要求への回答 

    理由説明要求に対する本市の回答は、説明を求められた日から２日以内に文書で行う。 

４ 仕様書等の閲覧及び提供 

（１） 提供方法

    浜松市ホームページに掲載 

（２） 提供期間 

令和５年１２月４日（月）から令和５年１２月２５日（月）まで 

５ 仕様書等に対する質問 

（１） 質問方法 

質疑応答書を持参、郵送等（一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。）、

ＦＡＸ又は電子メールで提出すること。 

（２） 質問期限 

令和５年１２月１５日（金）午後５時まで（提出先に必着） 

（持参の場合は、１２項に記載する開庁時間内に持参すること。） 

（３） 提出先

浜松市役所財務部 調達課 

（４） 様式 

    本市が指定する様式を用いること。 

（５） 質問に対する回答 

    質問に対する回答は、令和５年１２月１９日（火）から調達課において閲覧に供するとともに入

札参加者全員に質問に対する回答書を提供する。 

６ 入札執行日時等 

（１）日 時   令和５年１２月２６日（火）午前９時００分 

（２）場 所   浜松市役所財務部 調達課 入札室 

７ 入札書の提出方法 

（１） 提出方法 

次のいずれかの方法により提出すること。 

ア 入札執行日時に入札場所へ持参 

イ 受領期間内に調達課へ持参（以下「事前提出」という。） 

ウ 受領期限までに調達課へ郵送等（一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に

限る。） 

（２） 事前提出の場合の受領期間及び提出先等 

   ア 受領期間  令和５年１２月２０日（水）から令和５年１２月２５日（月）まで 
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       （１２項に記載する開庁時間内に限る。） 

イ 提出先   浜松市役所財務部 調達課 

ウ その他   別紙「入札（見積合せ）の注意事項（物品購入用）」に従い、提出すること。 

（３） 郵送等による入札書の受領期限及び送付先等 

ア 受領期限  令和５年１２月２０日（水）から令和５年１２月２５日（月）まで（必着） 

いかなる理由であっても受領期限に遅れたときは、当該入札書は無効とする。 

イ 送付先   浜松市役所財務部 調達課（１３項に記載のとおり。） 

   ウ その他   別紙「入札（見積合せ）の注意事項（物品購入用）」に従い、提出すること。 

（４） 提出方法の予定の変更及び提出の取りやめ 

入札参加資格確認申請書に記載した入札書の提出方法の予定を変更する場合又は入札書の提出

を取りやめる場合は、調達課へ連絡すること。 



危機管理課の指定する場所　23ヶ所（別紙２参照）

災害対応用備蓄品(非常食・飲料水・携帯トイレ)

　 5,220箱

(定義）同等品とは、基本的に金額・品質共に同等以上の製品をいう。

・ 詳細については特記仕様書(別紙1)のとおりとする。

・ 日程及び荷下ろし場所等については、危機管理課担当者と調整すること。

・

・ 納品前に検品チェックすること。

・

・ 納品は危機管理課担当者立会いのもと、実施すること。

【その他注意事項】

・ 受注後、直ちに危機管理課担当者と打合せを実施し、仕様等を確認すること。

・ この業務において知り得た情報を他に漏らしてはならない。

・ 疑義の生じた場合については、その都度、危機管理課担当者に連絡し、協議すること。

・ 契約不適合があった場合は代替品を用意すること。

危機管理課事業推進グループ 担当　藤田、笠原、髙栁

TEL：053-457-2537 ＦＡＸ：053-457-2530

納入期限

仕　　　様　　　書

契約Ｎｏ 件名 令和５年度　災害対応用備蓄品（非常食・飲料水・携帯トイレ）の購入について2023022125

2029消防・防災機器類業　　種

同等品

 大規模災害に備え、災害対応を円滑に行うために非常食等の備蓄品を購入するもの。

＜仕様について＞

お問い合わせ先

品名規格

＜納品について＞

可
※同等品を提案する場合は、「質問書」を調達課へ提出すること。
（12月15日（金）：期限厳守）

令和6年3月15日（金）

納入場所

条　　件

及び

注意事項

数　　量

目　的

納品に使用する運搬車両は、4ｔ車以下とし、搬入作業に係わる作業者及び搬入機材等は
受注者側で用意すること。

納品物については、数量及び内容物がわかるように写真撮影を行い、危機管理課に提出する
こと。



別紙 1 

特記仕様書

１ 品名 

  災害対応用備蓄品（非常食・飲料水・携帯トイレ）

２ 規格

（１）内容

ア 非常食（アルファ化米・個食タイプ）３袋

イ 飲料水 500  ２本

ウ 携帯トイレ ５回分/箱

（２）基本仕様

ア 非常食（参考商品：「尾西の五目ごはん」、「尾西のきのこごはん」、「尾西のドライカレー」）

（ア）３種類（白飯除く）用意すること。

（イ）賞味期限が納品から５年以上のもの。

（ウ）１食あたりの内容量は正味 100 以上であること。

（エ）原材料は国産うるち米であること。

（オ）アレルギー物質（特定原材料等）28品目不使用であること。

（カ）ハラール認証マークを取得した商品であること。

（キ）公益財団法人日本環境協会が認定するエコマークを取得した商品であること。

 イ 飲料水（参考商品：「富士山麓の保存水」）

（ア）保存期間が納品から５年以上のものであること。

（イ）ボトルの変形、漏れ防止のためボトルの重量を 26 以上とする。

（ウ）５年以上の保存後、公的機関における検査結果を提出すること。

（エ）賞味期限まで保存しても内容量が、計量法の下限値（490  ）以上のもの。

（オ）薬剤を使用せず、超高温加熱殺菌法により処理されたもの。

（カ）ラベルは、劣化防止のためＰＥＴラベルとする。

（キ）賞味期限などの表記については、数字や日本語による表示とする。

ウ 携帯トイレ（参考商品：「ＢＯＳ非常用臭わないトイレセット」）

（ア）防臭袋５枚以上、凝固剤５袋以上、汚物袋５枚以上、便器カバー１枚以上、取

扱説明書１部で構成されていること。

（イ）防臭袋は尿や便の臭気を強力に抑えるものであること。

（ウ）防臭袋は結びやすい素材であること。
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（エ）防臭袋は焼却時に有毒ガスを発生させない素材で、サイズは 350mm×500mm 
程度とすること。

（オ）汚物袋は中身が見えにくい色とし、サイズは 700mm×700mm程度とすること。

（カ）便器カバーは、サイズ 650mm×800mm程度とすること。

（キ）凝固剤は尿 400  以上を吸水する能力があるもの。

（ク）適切に保存、保管された場合に契約日から 10年間品質が保証されるもの。

（３）同等品について

   上記の仕様を満たすことが証明できる書類を提出すること。

３ 梱包

（１） １セットごとに梱包することとし、側面に「品名」、「内容」、「使用期限」、「納入業者名」、

「浜松市」を印字すること。（シールでも可）

また、維持管理できるように、連番「No.〇〇」を印字すること。（シールでも可）

品名 災害対応用備蓄品（非常食・飲料水・携帯トイレ）

内容 非常食（アルファ化米・個食タイプ）３袋

飲料水 500  ２本

携帯トイレ ５回分/箱
使用期限 令和〇年〇月

納入業者名 〇〇会社

担当課 浜松市 危機管理課

（２）箱のサイズは、210mm×297mm×75mm 程度とし、できる限り小さな梱包にすること。

管理番号 

No.●● 
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NO. 納品先 住所 取りまとめ課 数量（箱）

1 市役所庁舎 中央区元城町１０３－２ 職員厚生課 2,270

2 元目庁舎 中央区元目町１２０－１ 税務総務課 250

3 中央図書館 中央区松城町２１４－２１ 中央図書館 40

4 県浜松総合庁舎 中央区中央１－１２－１県浜松総合庁舎 児童相談所 100

5 保健所 中央区鴨江２－１１－２ 保健総務課 100

6 鴨江分庁舎 中央区鴨江３－１－１０鴨江分庁舎 環境政策課 190

7 南清掃事業所 中央区江之島町１７１５ 南清掃事業所 70

8 南土木整備事務所 中央区北寺島町６１７－６ 南土木整備事務所 100

9 佐久間病院 天竜区佐久間町中部１８－５ 佐久間病院 60

10 東行政センター 中央区流通元町２０－３ 防災担当者 120

11 西行政センター 中央区雄踏１－３１－１ 防災担当者 130

12 南行政センター 中央区江之島町６００－１ 防災担当者 110

13 北行政センター 浜名区細江町気賀３０５ 防災担当者 150

14 浜名区役所 浜名区貴布祢３０００ 浜名区・区振興課 190

15 天竜区役所 天竜区二俣町二俣４８１ 天竜区・区振興課 200

16 消防局・中消防署 中央区下池川町１９－１ 消防総務課 270

17 東消防署 中央区篠ケ瀬町１３７４ 東消防署 120

18 西消防署 中央区馬郡町４０７４－1 西消防署 130

19 南消防署 中央区森田町９８ 南消防署 120

20 北消防署 浜名区細江町三和２１７３－７ 北消防署 130

21 浜北消防署 浜名区西美薗５８ 浜北消防署 80

22 天竜消防署 天竜区二俣町二俣４８１ 天竜消防署 90

23 イーステージ浜松オフィス 中央区中央１－２－１イーステージ浜松オフィス棟 教育総務課 200
合計 5,220

※数量（箱）合計5,220箱の内訳は目安であり、今後増減の可能性あり。
※最終の内訳書は、落札業者あて通知します。

災害対応用備蓄品 納品先


